




標準準拠システム移行に伴う外付けシステム構築（子ども・子育て支援）業務委託
情報提供依頼（RFI）実施要領






















令和８年６月22日
横浜市　こども青少年局　保育・教育認定課



１　背景と目的
地方公共団体における情報システムの標準化・共通化の取組を推進するため、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第40号。以下、「標準化法」という。）が成立しました。この標準化法により、地方公共団体の主要な業務を処理するシステムにおいて標準化基準に適合したシステム（以下、「標準準拠システム」という。）の利用を義務付けるとともに、国による全国的なクラウド環境の整備の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウドを活用して情報システムを利用するよう努めることとされています。具体的には、各自治体は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令（令和四年政令第一号）、及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令（令和４年デジタル庁令・総務省令第１号）で定められた住民記録や税業務を含む20の業務システムを国が提示する標準仕様に準拠したシステムに移行することが求められており、本市も標準化法に従って標準化対応を進めています。
標準準拠システムへの移行を検討する上で、本市ではこれまで次期福祉保健システムの構築に関するRFIを実施してきましたが、次期福祉保健システムだけでは、全国最大規模の指定都市である本市の業務に対して、十分かつきめ細かな対応が難しいことが明らかになっています。
特に、子ども・子育て支援事務においては、膨大な量の申請処理や市民ニーズへの柔軟な対応が求められることから、標準仕様ではカバーされない独自要件や業務補完機能を中心に、次期福祉保健システムのみでは対応が困難な機能が一定程度存在しています。
従って、システム事業者に次期福祉保健システムを補完する外付けシステム構築に関する提案を求めるものです。
なお、本情報提供依頼に係る業務については、「令和８年度子ども・子育て支援事務の標準化等に係る区役所事務検討支援業務委託」を受託したアビームコンサルティング株式会社に委託しており、貴社から各種資料（配付資料、質問回答、回答依頼資料）を本市へ提出する際は、アビームコンサルティング株式会社にも併せてご提出ください。

２　情報提供依頼（RFI）に付する事項
対象業務範囲
本RFIの対象範囲は、「標準準拠システム移行に伴う外付けシステム構築（子ども・子育て支援）業務委託RFI仕様書の１．５．調達範囲」をご参照ください。

（2） 提示資料
今回提示する資料は表１で示すとおりです。
表１　提示資料一覧
	分類
	資料

	RFI実施要領
	情報提供依頼(RFI)実施要領（本紙）

	RFI仕様書

	標準準拠システム移行に伴う外付けシステム構築（子ども・子育て支援）業務委託RFI仕様書
[bookmark: besshi1]【別紙１】成果物一覧
[bookmark: besshi2_1_1]【別紙２-１】機能要件
[bookmark: besshi2_2_1]【別紙２-２】帳票要件
[bookmark: besshi2_3]【別紙２-３】帳票サンプル
[bookmark: besshi4_1]【別紙２-４】連携要件
【別紙２-５】機能要件（基盤機能）
【別紙２-６】RPA関連要件
[bookmark: besshi5]【別紙３】非機能要件
[bookmark: besshi6]【別紙４】運用要件
[bookmark: besshi7]【別紙５】保守要件
[bookmark: besshi8]【別紙６】委託契約約款
[bookmark: besshi9]【別紙７】情報共有基盤機能概要説明書
[bookmark: besshi10]【別紙８】個人情報取扱特記事項
[bookmark: besshi11]【別紙９】電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
[bookmark: hosokusiryou1]補足資料１_要件の各項目の見方・回答の手引き
[bookmark: hosokusiryou2]補足資料２_現行福祉保健システムの業務規模
[bookmark: hosokusiryou3]補足資料３_基盤機能の機能要件の補足

	RFI回答様式
	【事業者名】参加辞退届
【事業者名】参加申込書
【事業者名】様式１-１_RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
【事業者名】様式１-２_情報提供依頼事項（業務関連）
【事業者名】様式２_システム構成
【事業者名】様式３_費用見積書
【事業者名】様式４_RFI質問票





（3） 回答対象資料
今回回答いただく資料は表２のとおりです。
表２　回答資料一覧
	分類
	資料

	回答対象資料
	【別紙２-１】機能要件
【別紙２-２】帳票要件
【別紙２-３】帳票サンプル
【別紙２-４】連携要件
【別紙２-５】機能要件（基盤機能）
【別紙２-６】RPA関連要件
【別紙３】非機能要件
【事業者名】参加辞退届
【事業者名】参加申込書
【事業者名】様式１-１_RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
【事業者名】様式１-２_情報提供依頼事項（業務関連）
【事業者名】様式２_システム構成
【事業者名】様式３_費用見積書
【事業者名】様式４_RFI質問票



（4） 情報提供依頼事項
ア．標準準拠システム移行に伴う外付けシステム構築に関する回答
〇実現性（RFI仕様書及びRFI仕様書別紙への対応）
· 表２　回答資料一覧に記載している資料に対し、実現可否等をご回答ください。回答方法は各資料又は「補足資料１_要件の各項目の見方・回答の手引き」をご参照ください。

· なお、留意事項等やRFI回答様式以外の提示資料に対する対応困難又は懸念のある要件がある場合には、「【事業者名】様式１-１_RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項」の「２．情報提供依頼_全体」シートの「その他」にご回答ください。

〇その他の情報提供依頼事項
· その他、本市から貴社へ質問したい事項について、「【事業者名】様式１-１_RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項」、「【事業者名】様式１-２_情報提供依頼事項（業務関連）」にまとめておりますので、ご回答ください。


３　実施期間等
　本調査の実施期間等は表３に示すとおりです。表３に示す質問の受付時期も踏まえた上で実施してください。　　
表３　実施期間等
	事項
	時期

	調査実施期間
	令和８年６月22日（月）から令和８年７月17日（金）

	参加表明
	令和８年６月26日（金）

	質問受付期限
(質問回答)
	令和８年７月３日（金）正午まで
（回答予定日 令和８年７月10日（金））

	提出期限
	令和８年７月17日（金）


　※提出資料の回答範囲等について相談・確認事項がある場合は、「【事業者名】様式４_RFI質問票」にてご連絡ください。

４　参加表明
本件への参加申請については、以下の方法で参加表明を行ってください。
なお、参加表明後に辞退する場合は、参加辞退届を必ずご提出ください。
· 受付期間　	：令和８年６月26日（金）
· [bookmark: _Hlk141304330]連絡方法		：参加申込書に必要事項を記載の上（押印は不要）、
参加の旨と連絡担当者を記載した電子メールを送付
· 担当者		：阿武、山澤、佐脇
· メール送付先	：[TO] 横浜市こども青少年局 保育・教育認定課
　[CC] アビームコンサルティング株式会社
· メールアドレス	：[TO] kd-hyojyun-sys@city.yokohama.lg.jp 
                  [CC] JPABCBPRSDL@abeam.com
· 件名		：【横浜市：子ども子育て】参加表明（参加社名）
· お問い合わせ先	：横浜市こども青少年局 保育・教育認定課電話番号：045-671-0254
　　　　　　　　　　すべて日本語による対応とします。

５　情報提供依頼（RFI）に関する質問
本RFIについて質問がある場合は、以下の要領にてご連絡ください。
· [bookmark: _Hlk178349552]質問受付		：令和８年７月３日（金）正午まで
· 連絡方法		：【事業者名】様式４_RFI質問票を添付し電子メールを送付
· メール送付先	：[TO] 横浜市こども青少年局 保育・教育認定課
　[CC] アビームコンサルティング株式会社
· [bookmark: _Hlk230103502]メールアドレス	：[TO] kd-hyojyun-sys@city.yokohama.lg.jp
                  [CC] JPABCBPRSDL@abeam.com
· 件名		：【横浜市：子ども子育て】質問票の送付（参加社名）

６　資料の提出方法
資料は、次の日時までに、提出先へ提出してください。また、提出内容や資料、期限に関する相談についても以下の連絡先までご連絡ください。なお、提出資料のファイル容量が大きい場合にはファイル送信用のツールの活用も可能です。（ただしツールはRFI参加事業者にてご用意ください。ツールを保有していない場合は、別途下記連絡先までご相談ください。）
この際、本RFIで提示している提出様式については、今後分析等に活用するため、PDF等への変換は決して行わずにご提出ください。なお、様式以外で提出いただく資料（例：提案システムパンフレット）については、PDF等編集のできないデータ形式でも構いません。
提出が遅れる場合もご連絡ください。
· 提出期限		：令和８年７月17日（金）
· 連絡方法		：資料を添付し電子メールを送付
· メール送付先	：[TO] 横浜市こども青少年局 保育・教育認定課
　[CC] アビームコンサルティング株式会社
· メールアドレス	：[TO] kd-hyojyun-sys@city.yokohama.lg.jp 
[bookmark: _Hlk141304413]                  [CC] JPABCBPRSDL@abeam.com
· 件名		：【横浜市：子ども子育て】資料提出（参加社名）

７　ヒアリング等
資料提供いただいた参加者に対し、必要に応じて、提示いただいた資料にかかる確認事項についてヒアリングさせていただく場合があります。また、提出を受けた資料に対し、照会又は追加の資料提出を依頼する場合があります。

８　デモンストレーション
ご提案をいただいた参加者に対し、デモンストレーションを依頼させていただく場合があります。

９　試行実施
本業務に関連し、提案内容の実現性や適合性を確認することを目的として、必要に応じてPoC（業務適用実現性評価）としての試行実施を依頼させていただく場合があります。当該試行に際しては検証環境等を一定期間提供いただき、利用することを想定しています。試行の実施内容、範囲及び実施方法等の詳細については、別途調整の上決定するものとします。

10　補足事項
(1) 本情報提供依頼事項について、直近１年以内に既に本市へ回答している（健康福祉局福祉保健課以外への回答も含む）内容と同様となる事項についても、今後の分析等に活用するため、本情報提供依頼の各種様式に改めて回答をお願いします。
(2) 上記に含まれていない、もしくは明記されていない前提条件で見積上必要な条件は、別途回答様式などへ記載してください。
(3) ご回答いただいた内容については、今後作成する調達仕様書に反映する場合があります。そのため、機密性が高い情報を含む場合、該当箇所にその旨を記載してください。
(4) 本RFIの実施に要する一切の費用は、参加者の負担とします。
(5) 提供された資料に関しては、返却しません。
(6) 本RFIでご提供いただいた資料については「1．背景と目的」に示した範囲内において本市（本業務を委託しているアビームコンサルティング株式会社を含む）にて利用します。また、提供いただいた資料は、提供事業者に無断で第三者に開示することはありません。なお、アビームコンサルティング株式会社は、本市との間で守秘義務を含めた業務委託契約を締結しています。
(7) 本RFIに伴って配付する資料の取り扱いには十分に留意し、本RFIに関する作業以外には使用できないこととします。
(8) 本RFIの実施をもって、本市が調達を行うことを約束したり、参加者に特別の地位を約束したりするものではありません。また、本RFIを辞退した事業者についても不利益に取り扱われることはありません。

以上
4
